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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画振れの検出機能を備えた撮像装置であって、
　連続して得られる複数の画像フレームより検出される画像全体の動きベクトルの大小に
より画振れを検出することで、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画
振れ成分のうち、手振れに起因する画振れ成分を検出する第１の画振れ検出手段と、
　前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された後に開始さ
れる画振れ検出処理であって、連続する２つの画像フレームの画像データを画素毎に比較
した差分値の大小により画振れを検出することで、被写体にフォーカスが合っていない状
態では画振れ検出の精度が低下するが、前記第１の画振れ検出手段より画振れ検出の精度
が高く、かつ、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分とを区
別せずに画振れを検出する第２の画振れ検出手段と、
　前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された後、更に、
前記第２の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された場合に、画振
れが無くなったと判断する判断手段と、
　前記判断手段により画振れが無くなったと判断された場合、自動的に撮影記録を行う撮
影制御手段と、
　を備えることを特徴とする。
【請求項２】
　前記判断手段により画振れがあると判断されている間は、撮影記録を禁止する又は撮影



(2) JP 4872797 B2 2012.2.8

10

20

30

40

50

指示の際に警告することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記判断手段は、前記第２の画振れ検出手段により連続的に検出される前記差分値の中
で最も小さい差分値を保持し、新たに検出される差分値が保持されている差分値よりも小
さくなったか否かにより画振れの有無を判断することを特徴とする請求項１に記載の撮像
装置。
【請求項４】
　前記判断手段は、新たに検出される差分値が保持されている差分値よりも小さくなった
場合に、保持されている差分値を新たに検出された差分値で更新するとともに、この更新
回数が所定回数以上になった場合に画振れが無くなったと判断することを特徴とする請求
項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　さらに、画像フレーム内の高周波成分を検出する高周波成分検出手段を備え、
　前記判断手段は、前記高周波成分検出手段により検出される高周波成分が基準値よりも
低下しているか否かを判断し、高周波成分が基準値より低下していると判断された画像フ
レームは評価対象から除いて、前記第２の画振れ検出手段により検出される差分値により
画振れの有無を判断することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項６】
　さらに、画像フレーム内の高周波成分を検出する高周波成分検出手段を備え、
　前記判断手段は、前記高周波成分検出手段により検出される高周波成分が基準値よりも
低下している画像フレームに基づいて検出された差分値は、保持されている差分値よりも
小さい場合でも更新しないことを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記判断手段は、初期に連続する２つの画像フレーム間の差分値を基準値として設定し
、以降、新たに算出された画像フレーム間の差分値が前記基準値よりも小さい場合には、
前記新たに算出された画像フレーム間の差分値を前記基準値として更新し、この基準値の
更新回数が所定以上になった場合に、画振れが少なくなった状態であると判断することを
特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項８】
　画振れの検出機能を備えた撮像装置を制御する方法であって、
　連続して得られる複数の画像フレームより検出される画像全体の動きベクトルの大小に
より画振れを検出することで、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画
振れ成分のうち、手振れに起因する画振れ成分を検出する第１の画振れ検出ステップと、
　前記第１の画振れ検出ステップにより検出される画振れが収束したと判断された後に開
始される画振れ検出処理であって、連続する２つの画像フレームの画像データを画素毎に
比較した差分値の大小により画振れを検出することで、被写体にフォーカスが合っていな
い状態では画振れ検出の精度が低下するが、前記第１の画振れ検出手段より画振れ検出の
精度が高く、かつ、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分と
を区別せずに画振れを検出する第２の画振れ検出ステップと、
　前記第１の画振れ検出ステップにより検出される画振れが収束したと判断された後、更
に、前記第２の画振れ検出ステップにより検出される画振れが収束したと判断された場合
に、画振れが無くなったと判断する判断ステップと、
　前記判断ステップにより画振れが無くなったと判断された場合、自動的に撮影記録を行
う撮影制御ステップと、
　からなることを特徴とする撮像方法。
【請求項９】
　画振れの検出機能を備えた撮像装置の制御プログラムであって、
　前記撮像装置のコンピュータを、
　連続して得られる複数の画像フレームより検出される画像全体の動きベクトルの大小に
より画振れを検出することで、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画
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振れ成分のうち、手振れに起因する画振れ成分を検出する第１の画振れ検出手段と、
　前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された後に開始さ
れる画振れ検出処理であって、連続する２つの画像フレームの画像データを画素毎に比較
した差分値の大小により画振れを検出することで、被写体にフォーカスが合っていない状
態では画振れ検出の精度が低下するが、前記第１の画振れ検出手段より画振れ検出の精度
が高く、かつ、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分とを区
別せずに画振れを検出する第２の画振れ検出手段と、
　前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された後、更に、
前記第２の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された場合に、画振
れが無くなったと判断する判断手段と、
　前記判断手段により画振れが無くなったと判断された場合、自動的に撮影記録を行う撮
影制御手段と
　して機能させることを特徴とする撮像プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デジタルカメラ等の撮像装置、撮像方法および撮像プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、パーソナルコンピュータの目覚しい普及やその使い勝手の良さから、従来の銀塩
フィルムを用いたカメラに代わって、ＣＣＤ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉ
ｃｅ）等の撮像素子を用いたデジタルカメラが急速に普及している。このようなデジタル
カメラで、被写体像を撮影する場合、撮影者は、カメラを動かして画角を決め、手振れが
ないようにカメラを押さえ、シャッターキーを操作して撮影を行っている。
【０００３】
　ところが、撮影者が画角を決め、カメラをしっかり固定したつもりでも、撮影時にカメ
ラが動いてしまい、手振れが発生してしまうことがある。そこで、このような手振れの影
響を抑制するために、例えば特許文献１に示されるように、デジタルカメラに手振れ補正
機能を搭載したものが登場してきている。
【０００４】
　しかしながら、手振れ補正機能を実現するためには、特許文献１に記載されているよう
に、手振れを補正するための余分なメモリ領域が必要になる。
【０００５】
　また、被写体が人間等である場合には、撮影者は、画角を決めた後、これから撮影する
ことを声により合図して、静止を促している。ところが、静止を促した後に、被写体とな
る人間が動いてしまい、画振れが発生することがある。このような画振れは、従来の手振
れ補正だけでは、補正することは難しい。
【０００６】
　そこで、手振れや被写体振れが発生していないタイミングを検出し、手振れや画振れが
発生していないタイミングで記録撮影を行えるようにすることが考えられる。
【特許文献１】特開平６－３５０８９５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のように、手振れや画振れが発生していないタイミングで記録撮影を行えるように
するためには、手振れや画振れが精度よく検出できることが望まれる。手振れの検出とし
ては、例えば特許文献１に示されるように、動きベクトルを用いることが知られている。
ところが、動きベクトルは、カメラを動かしている場合の大まかな手振れは検出できるが
、被写体の動きを精度よく検出することは難しい。
【０００８】
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　そこで、本発明は、上述の課題を鑑みてなされたものであり、画振れを精度良く検出し
て、画振れのない状態の画像を記録できるようにした撮像装置、撮像方法および撮像プロ
グラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の発明は、画振れの検出機能を備えた撮像装置であって、連続して得られ
る複数の画像フレームより検出される画像全体の動きベクトルの大小により画振れを検出
することで、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分のうち、
手振れに起因する画振れ成分を検出する第１の画振れ検出手段と、前記第１の画振れ検出
手段により検出される画振れが収束したと判断された後に開始される画振れ検出処理であ
って、連続する２つの画像フレームの画像データを画素毎に比較した差分値の大小により
画振れを検出することで、被写体にフォーカスが合っていない状態では画振れ検出の精度
が低下するが、前記第１の画振れ検出手段より画振れ検出の精度が高く、かつ、手振れに
起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分とを区別せずに画振れを検出す
る第２の画振れ検出手段と、前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束し
たと判断された後、更に、前記第２の画振れ検出手段により検出される画振れが収束した
と判断された場合に、画振れが無くなったと判断する判断手段と、前記判断手段により画
振れが無くなったと判断された場合、自動的に撮影記録を行う撮影制御手段と、を備える
ことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の発明は、前記判断手段により画振れがあると判断されている間は、撮影
記録を禁止する又は撮影指示の際に警告することを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、前記判断手段は、前記第２の画振れ検出手段により連続的に検
出される前記差分値の中で最も小さい差分値を保持し、新たに検出される差分値が保持さ
れている差分値よりも小さくなったか否かにより画振れの有無を判断することを特徴とす
る。
【００１２】
　請求項４記載の発明は、前記判断手段は、新たに検出される差分値が保持されている差
分値よりも小さくなった場合に、保持されている差分値を新たに検出された差分値で更新
するとともに、この更新回数が所定回数以上になった場合に画振れが無くなったと判断す
ることを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載の発明は、さらに、画像フレーム内の高周波成分を検出する高周波成分検
出手段を備え、前記判断手段は、前記高周波成分検出手段により検出される高周波成分が
基準値よりも低下しているか否かを判断し、高周波成分が基準値より低下していると判断
された画像フレームは評価対象から除いて、前記第２の画振れ検出手段により検出される
差分値により画振れの有無を判断することを特徴とする。
【００１４】
　請求項６記載の発明は、さらに、画像フレーム内の高周波成分を検出する高周波成分検
出手段を備え、前記判断手段は、前記高周波成分検出手段により検出される高周波成分が
基準値よりも低下している画像フレームに基づいて検出された差分値は、保持されている
差分値よりも小さい場合でも更新しないことを特徴とする。
【００１５】
　請求項７記載の発明は、前記判断手段は、初期に連続する２つの画像フレーム間の差分
値を基準値として設定し、以降、新たに算出された画像フレーム間の差分値が前記基準値
よりも小さい場合には、前記新たに算出された画像フレーム間の差分値を前記基準値とし
て更新し、この基準値の更新回数が所定以上になった場合に、画振れが少なくなった状態
であると判断することを特徴とする。
【００１６】
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　請求項８記載の発明は、画振れの検出機能を備えた撮像装置を制御する方法であって、
連続して得られる複数の画像フレームより検出される画像全体の動きベクトルの大小によ
り画振れを検出することで、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振
れ成分のうち、手振れに起因する画振れ成分を検出する第１の画振れ検出ステップと、前
記第１の画振れ検出ステップにより検出される画振れが収束したと判断された後に開始さ
れる画振れ検出処理であって、連続する２つの画像フレームの画像データを画素毎に比較
した差分値の大小により画振れを検出することで、被写体にフォーカスが合っていない状
態では画振れ検出の精度が低下するが、前記第１の画振れ検出手段より画振れ検出の精度
が高く、かつ、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに起因する画振れ成分とを区
別せずに画振れを検出する第２の画振れ検出ステップと、前記第１の画振れ検出ステップ
により検出される画振れが収束したと判断された後、更に、前記第２の画振れ検出ステッ
プにより検出される画振れが収束したと判断された場合に、画振れが無くなったと判断す
る判断ステップと、前記判断ステップにより画振れが無くなったと判断された場合、自動
的に撮影記録を行う撮影制御ステップと、からなることを特徴とする。
【００１７】
　請求項９記載の発明は、画振れの検出機能を備えた撮像装置の制御プログラムであって
、
　前記撮像装置のコンピュータを、連続して得られる複数の画像フレームより検出される
画像全体の動きベクトルの大小により画振れを検出することで、手振れに起因する画振れ
成分と被写体の動きに起因する画振れ成分のうち、手振れに起因する画振れ成分を検出す
る第１の画振れ検出手段と、前記第１の画振れ検出手段により検出される画振れが収束し
たと判断された後に開始される画振れ検出処理であって、連続する２つの画像フレームの
画像データを画素毎に比較した差分値の大小により画振れを検出することで、被写体にフ
ォーカスが合っていない状態では画振れ検出の精度が低下するが、前記第１の画振れ検出
手段より画振れ検出の精度が高く、かつ、手振れに起因する画振れ成分と被写体の動きに
起因する画振れ成分とを区別せずに画振れを検出する第２の画振れ検出手段と、前記第１
の画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された後、更に、前記第２の
画振れ検出手段により検出される画振れが収束したと判断された場合に、画振れが無くな
ったと判断する判断手段と、前記判断手段により画振れが無くなったと判断された場合、
自動的に撮影記録を行う撮影制御手段として機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、大まかな画振れの程度を判断し、ある程度、画振れが収束したと判断
された後に、より詳細に画振れの程度が判断し、画振れがないと判断された場合に、記録
撮影を行うようにすることで、精度よく、画振れのないタイミングを検出できるという効
果がある。そして、画振れのないタイミングで撮影を行うことで、画振れのない画像を撮
影することができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。
　なお、本実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素等との置き換えが可能であ
り、また、他の既存の構成要素との組み合わせを含む様々なバリエーションが可能である
。したがって、本実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限
定するものではない。
【００２５】
　図１は、本実施形態に係る撮像装置（デジタルカメラ１）の外観構成を示すものであり
、図１（ａ）はその正面図、図１（ｂ）はその背面図を示している。撮像装置（デジタル
カメラ１）は、図１に示すように、その正面側にストロボ発光部１１と撮像レンズ（レン
ズ群）１２とを備えている。
【００２６】
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　また、撮像装置（デジタルカメラ１）の背面には、図１（ｂ）に示すように、モードダ
イヤル１３と、液晶モニタ画面１４と、カーソルキー１５と、ＳＥＴキー１６と、望遠撮
影時に用いられるズームキー（Ｗｉｄｅボタン１７－１、Ｔｅｌｅボタン１７－２）１７
と、撮影モード選択キー２０等とが設けられている。
【００２７】
　さらに、撮像装置（デジタルカメラ１）の上面には、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示す
ように、シャッターキー１８と、電源ボタン１９等とが設けられ、図示しない撮像装置（
デジタルカメラ１）の側面には、パーソナルコンピュータやモデム等の外部装置をＵＳＢ
ケーブルで接続する場合に用いられるＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕ
ｓ）端子の接続部や、メモリカード等を挿入するスロット等が設けられている。
【００２８】
　図２は、本実施形態に係る撮像装置（デジタルカメラ１）の内部の電気的構成を示すも
のである。
　本実施形態に係る撮像装置は、図２に示すように、撮像レンズ２２と、レンズ駆動ブロ
ック２３と、絞り兼用シャッター２４と、ＣＣＤ撮像素子２１と、ＴＧ（Ｔｉｍｉｎｇ　
Ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）２６と、ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７と、ＤＲＡＭ
（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）２８と、メモリ２９と
、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）３０と、画像表示部３１
と、キー入力部３２と、外部通信Ｉ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３３と、ストロボ駆動部
３４と、ストロボ発光部３５と、カードＩ／Ｆ（Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）３６と、を備えて
おり、カードＩ／Ｆ３６には、図示しないデジタルカメラ１本体のカードスロットにメモ
リカード４０が着脱可能に接続される。
【００２９】
　撮像レンズ２２は、フォーカスレンズ、ズームレンズを含み、レンズ駆動ブロック２３
が接続されている。このレンズ駆動ブロック２３は、図示しないフォーカスレンズ、ズー
ムレンズをそれぞれ撮像面と平行な光軸方向に駆動させるフォーカスモータ及びズームモ
ータと、ＣＰＵ３０からの制御信号にしたがってフォーカスモータ及びズームモータをそ
れぞれ駆動させるフォーカスドライバ及びズームモータドライバから構成されている。
【００３０】
　絞り兼用シャッター２４は、図示しない駆動回路を含み、この駆動回路はＣＰＵ３０か
ら送られてくる制御信号にしたがって絞り兼用シャッターを動作させる。なお、この絞り
兼用シャッター２４は、絞りとシャッターとして機能する。
【００３１】
　ＣＣＤ撮像素子２１は、撮像レンズ２２及び絞り兼用シャッター２４を介して投影され
た被写体の光を電気信号に変換し、撮像信号としてユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ
）２７に出力する。また、ＣＣＤ撮像素子２１は、ＴＧ２６によって生成された所定周波
数のタイミング信号にしたがって駆動する。なお、ＴＧ２６にはユニット回路（ＣＤＳ／
ＡＧＣ／ＡＤ）２７が接続されている。
【００３２】
　ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７は、ＣＣＤ撮像素子２１から出力される撮
像信号を相関二重サンプリングして保持するＣＤＳ（Ｃｏｒｒｅｌａｔｅｄ　Ｄｏｕｂｌ
ｅ　Ｓａｍｐｌｉｎｇ）回路、そのサンプリング後の撮像信号の自動利得調整を行うＡＧ
Ｃ（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｇａｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）回路、その自動利得調整後のアナ
ログの撮像信号をデジタル信号に変換するＡ／Ｄ変換器から構成されており、ＣＣＤ撮像
素子２１の撮像信号は、ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７を経てデジタル信号
としてＣＰＵ３０に送られる。
【００３３】
　ＣＰＵ３０は、ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７から送られてきた画像デー
タの画像処理（画素補間処理、ガンマ補正、輝度色差信号の生成、ホワイトバランス処理
、露出補正処理等）、振れ補正処理、画像データの圧縮・伸張（例えば、ＪＰＥＧ形式の
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圧縮・伸張）の処理等を行う機能を有するとともに、デジタルカメラ１の各部を制御プロ
グラムにしたがって制御するワンチップマイコンである。
【００３４】
　ＤＲＡＭ２８は、ＣＣＤ撮像素子２１によって撮像された後、ＣＰＵ３０に送られてき
た画像データを一時記憶するバッファメモリとして使用されるとともに、ＣＰＵ３０のワ
ーキングメモリとしても使用される。
【００３５】
　画像表示部３１は、カラーＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）
とその駆動回路とを含み、撮影待機状態にあるときには、ＣＣＤ撮像素子２１によって撮
像された被写体をスルー画像として表示し、記録画像の再生時には、メモリカード４０か
ら読み出され、伸張された記録画像を表示させる。
【００３６】
　キー入力部３２は、モードダイヤル１３、カーソルキー１５、ＳＥＴキー１６、ズーム
キー１７、シャッターキー１８、電源ボタン１９、撮影モード選択キー２０（図１（ａ）
及び図１（ｂ）参照）等の複数の作キーを含み、ユーザのキー操作に応じた操作信号をＣ
ＰＵ３０に出力する。
【００３７】
　外部通信Ｉ／Ｆ３３は、外部の電子機器（例えば、パーソナルコンピュータ）との間で
データの入出力を行うものであり、ＵＳＢ規格、ＩＥＥＥ１３９４規格などの各種インタ
ーフェース規格による入出力を可能としており、これらの規格によるデータ入出力が可能
なパソコンなどの電子機器と接続可能となっている。また、ＩｒＤＡ規格による赤外線通
信、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ規格による無線通信により外部の電子機器と画像データの入出力
を可能としているものでもよい。
【００３８】
　ストロボ駆動部３４は、ＣＰＵ３０の制御信号にしたがって、ストロボ発光部３５を閃
光駆動させ、ストロボ発光部３５は、これによりストロボを閃光させる。ＣＰＵ３０は、
図示しない測光回路により、撮影シーンが暗いか否かを判断し、撮影シーンが暗いと判断
し、かつ、撮影を行う場合（シャッターキーの押下時）には、ストロボ駆動部３４に制御
信号を出力する。
【００３９】
　メモリ２９は、ＣＰＵ３０によるデジタルカメラ１の各部の制御に必要なプログラム及
び各部の制御に必要なデータを記録格納しており、ＣＰＵ３０は、このプログラムにした
がって処理を実行する。
【００４０】
　上述の撮像装置（デジタルカメラ１）において、シャッターキー１８（キー入力部３２
に含まれる）が操作されると、撮像レンズ２２及び絞り兼用シャッター２４を介して投影
された被写体像光がＣＣＤ撮像素子２１に取り込まれ、ＣＣＤ撮像素子２１でこの画像が
電気信号に変換され、撮像信号としてユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７に出力
される。そして、ＣＰＵ３０により、ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／ＡＤ）２７から送
られてきた画像データに対して、画像処理が行われ、ＪＰＥＧ等により圧縮されて、メモ
リカード４０に記録される。
【００４１】
　ここで、撮影者が撮像装置で撮影を行う際に、カメラが動いてしまったり、被写体が動
いたりすると、手振れや画振れにより撮影画像にボケが生じてしまう。そこで、本実施形
態では、手振れや画振れを検出し、手振れや画振れが収束したら、撮影記録が行えるよう
にしている。このように、手振れや画振れが収束してから、撮影記録が行えるようにする
ための動作について、以下に説明する。
【００４２】
　図３は、本実施形態において、手振れや画振れを検出して、撮影記録のタイミングを制
御するための機能を実現するための構成を示す機能ブロック図である。なお、この機能ブ
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ロック図は、ＣＰＵ３０を使ってソフトウェアにより実現することが可能である。
【００４３】
　図３に示すように、本実施形態においては、第１の画振れ検出部１０１と、第２の画振
れ検出部１０２と、判断部１０３とが設けられている。第１の画振れ検出部１０１及び第
２の画振れ検出部１０２は、共に画像データから画振れを検出するものであるが、検出速
度や検出精度が異なっている。さらに、本実施形態では、画像フレーム内の高周波成分を
検出する高周波検出部１０５が設けられている。なお、高周波検出部１０５の働きについ
ては後に説明する。
【００４４】
　第１の画振れ検出部１０１は、撮影の初期段階で、大まかな画振れの発生の程度を検出
するものである。つまり、撮影を行う際に、撮影者は、デジタルカメラ１を大きく動かし
て画角を決め、画角が決まったら、デジタルカメラ１を静止させるようにして、撮影を行
う。したがって、撮影の初期段階では、大まかな画振れを検出し、デジタルカメラ１があ
る程度静止させた状態になったことを検出する必要がある。第１の画振れ検出部１０１は
、このような撮影の初期段階の手振れを検出している。第１の画振れ検出部１０１として
は、高い検出精度は要求されないが、大きな画振れを高速に検出できることが要求される
。
【００４５】
　これに対して、第２の画振れ検出部１０２は、ある程度手振れが収束した後に、細かい
画振れを検出するものである。つまり、撮影者は、画角が決めた後に、デジタルカメラ１
を静止させて、撮影を行う。しかしながら、ここで、デジタルカメラ１が僅かに動いてし
まったり、被写体が動いてしまったりすることがある。第２の画振れ検出部１０２は、撮
影者が画角を決めた後にデジタルカメラ１を静止させている間に、手振れや画振れの発生
の程度を高い精度で検出するものである。第２の画振れ検出部１０２としては、大まかな
手振れを検出できることは要求されないが、精度の高い検出が要求される。
【００４６】
　判断部１０３は、最初に、第１の画振れ検出部１０１からの検出出力に基づいて、大ま
かな画振れの程度を判断し、ある程度、画振れが収束したと判断された後に、第２の画振
れ検出部１０２からの検出出力により、より詳細に画振れの程度が判断し、画振れがない
と判断されたら、手振れや画振れのないことを示す信号を撮影記録処理部１０４に送り、
撮影記録を行うようにしている。
【００４７】
　このように、本実施形態では、大まかな画振れを高速で検出できる第１の画振れ検出部
１０１と、精度の高い画振れを検出できる第２の画振れ検出部１０２との２つの画振れ検
出部が設けられており、最初に、第１の画振れ検出部１０１からの検出出力に基づいて、
大まかな画振れの程度を判断し、ある程度、画振れが収束したと判断された後に、第２の
画振れ検出部１０２からの検出出力により、より詳細に画振れの程度が判断し、画振れが
ないと判断されたら、記録撮影を行うようにしている。これにより、手振れや画振れのな
いタイミングで、確実に、撮影を行うことができる。
【００４８】
　なお、撮影記録処理部１０４は、判断部１０３から、手振れや画振れのないことを示す
信号が送られてきたら、自動的に、記録撮影を行うように制御してもよい。また、判断部
１０３から、手振れや画振れのないことを示す信号が送られてこなければ、撮影を禁止す
るように制御してもよい。また、判断部１０３から、手振れや画振れのないことを示す信
号により撮影タイミングを判断し、撮影指示のときに、警告を発生させるようにしてもよ
い。
【００４９】
　次に、第１及び第２の画振れ検出部１０１及び１０２について説明する。
【００５０】
　第１の画振れ検出部１０１は、上述のように、大まかな画振れを検出して、デジタルカ
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メラ１が静止された状態になったことを判断するものである。デジタルカメラ１が静止さ
れた状態は、画角全体の動きが小さくなった状態であり、これは、グローバル動きベクト
ルにより求めることができる。
【００５１】
　つまり、画像フレームＦｎ－１内のある１点に注目し、その点が次の画像フレームＦｎ

のどこに移動するかを求めれば、その点についての動きベクトルを求めることができる。
しかしながら、被写体には背景部分と動いている部分とがあり、動いている部分の動きベ
クトルでは、全体の動きを判断できない。例えば、手振れ方向と逆方向に被写体が動いた
ような場合には、手振れが生じているにも係わらず、動きベクトルは非常に小さい値にな
ってしまうことが考えられるからである。
【００５２】
　そこで、本実施形態では、画像フレームからＮ個（Ｎは十分に大きい整数）の特徴点を
抽出し、Ｎ個の動きベクトルを求め、サポート数を計算し、最もサポート数の大きい動き
ベクトルをグローバル動きベクトルとし、このグローバル動きベクトルが小さくなったら
、デジタルカメラ１が静止された状態になったと判断するようにしている。
【００５３】
　ここで、サポート数は、１つの動きベクトルに対して、その動きベクトルと同様な動き
ベクトルの数がいくつあるかを示すものである。すなわち、ある１つの動きベクトルをＭ
Ｖａとし、残りの動きベクトルをＭＶｉ（ｉは０～Ｎの整数）とし、Ｄを定数とすると、
サポート数は、｜ＭＶａ－ＭＶｉ｜＜Ｄを満たす個数として計算できる。
【００５４】
　背景の部分の動きベクトルは、全体の動きを反映しているので、同様な値となる動きベ
クトルが多くあり、サポート数が大きくなる。これに対して、動いている被写体の部分の
動きベクトルは、全体の動きとは異なるので、サポート数が小さくなる。このことから、
サポート数が大きい動きベクトルは、グローバル動きベクトルを示すことになる。
【００５５】
　一方、第２の画振れ検出部１０２は、前述したように、ある程度手振れが収束した後に
、細かい画振れを検出するものである。このような細かい画振れは、画像フレーム間の差
分値により検出できる。
【００５６】
　つまり、画像フレームＦｎのある座標をＦｎ（ｘ，ｙ）とすると、画像フレーム間の差
分値は、Σ｜Ｆｎ（ｘ，ｙ）－Ｆｎ－１（ｘ，ｙ）｜（Σは、全画素の累積値）として計
算することができる。画振れが発生すると、この画像フレーム間の差分値が大きくなり、
画振れがなくなれば、画像フレーム間の差分値は０に近い値になる。
【００５７】
　そこで、本実施形態では、画像フレームＦｎと画像フレームＦｎ－１との画像フレーム
間の差分値を求め、画像フレーム間の差分値が小さくなったら、画振れがない状態である
と判断するようにしている。
【００５８】
　しかしながら、実際は、ランダムノイズの影響等により、画像フレーム間の差分値が０
になることはない。また、画像フレーム間の差分値は、撮影環境や露光条件、ゲイン等に
より変化するので、閾値を一律に決定することはできない。そこで、本実施形態では、初
期に判断された画像フレーム間の差分値が徐々に小さくなっていき、ある程度小さくなっ
たら、画振れがないと判断するようにしている。
【００５９】
　つまり、初期段階の最初の画像フレームで、画像フレーム間の差分値を求め、この画像
フレーム間の差分値を基準値Ａとして登録する。そして、それ以降の画像フレームで検出
された画像フレーム間の差分値と基準値Ａとを比較していく。ここで、以降の画像フレー
ム間の差分値が基準値Ａよりも小さくなった場合、その画像フレームでは、基準値Ａを求
めたときの画像フレームよりも、画振れが小さくなったと判断できる。
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【００６０】
　この場合、そのとき求められた画像フレーム間の差分値で、基準値Ａを更新し、同様の
処理を複数回繰り返していく。これにより、画像フレーム間の差分値が徐々に小さくなり
、ある程度小さくなったことが判断できる。そして、基準値Ａの更新回数が所定以上にな
ったら、画振れが少ない状態であると判断する。
【００６１】
　ところが、この条件だけでは、被写体振れの大きさを正しく評価できない場合がある。
例えば、画像フレーム間で被写体が大きく動いてボケてしまった画像や、一様に真っ暗な
画像などでは、画像フレーム間の差分値の信頼性は低い。
【００６２】
　そこで、本実施形態では、画像フレーム内の高周波成分を検出する高周波検出部１０５
が設けられている。すなわち、高周波検出部１０５により、画像フレーム内の高周波成分
が検出され、高周波成分が基準値より小さい画像フレームは、画像フレーム間の差分値に
よる画振れの評価の対象から外されるようになっている。
【００６３】
　つまり、初期段階で最初の画像フレームから高周波成分を計算し、その値をもとに高周
波成分の基準値Ｂを設定する。次回以降、画像フレーム内で高周波成分を求め、求められ
た高周波成分と基準値Ｂとを比較していく。そして、求められた高周波成分が基準値Ｂよ
りも小さい画像フレームでは、画面がボケているとして、画像フレーム間の差分値による
画振れの評価の対象から外すようする。
【００６４】
　このように、第２の画振れ検出部１０２は、画像フレーム間の差分値と画像フレーム内
の高周波成分との２つを用いて、画振れを判断している。つまり、前述したように更新さ
れていく画像フレーム間の差分値の基準値をＡとし、初期段階で設定される高周波成分の
基準値をＢとしたときに、以下の２つの条件を両方とも満足したかどうかを判断している
。
【００６５】
条件（１）：画像フレーム間の差分値が基準値Ａより小さい。
条件（２）：画像フレーム内の高周波成分が基準値Ｂより大きい。
【００６６】
　図４は、上述の処理を行うためのフローチャートである。
　図４において、撮像された１画像フレームの画像が出力され（ステップＳ１）、グロー
バル動きベクトル（ＧＭＶ）の検出処理が行われる（ステップＳ２）。グローバル動きベ
クトル（ＧＭＶ）の検出処理では、Ｎ個の特徴点を抽出し、Ｎ個の動きベクトルを求め、
サポート数を計算し、最もサポート数の高い動きベクトルをグローバル動きベクトル（Ｇ
ＭＶ）とする処理が行われる。なお、グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）の検出処理フロ
ーについては、後に説明する。
【００６７】
　グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）が検出されたら、このグローバル動きベクトル（Ｇ
ＭＶ）を評価して、グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）が十分に小さいかどうかが判断さ
れる（ステップＳ３）。
【００６８】
　撮影者が画角を決めているような場合には、デジタルカメラ１が静止されていないため
、グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）は大きな値となる。つまり、グローバル動きベクト
ル（ＧＭＶ）が大きければ（ステップＳ３の「Ｎｏ」の場合）、次の画像フレームに処理
が移され（ステップＳ４）、ステップＳ２にリターンされ、グローバル動きベクトル（Ｇ
ＭＶ）の検出処理が続けられる。
【００６９】
　撮影者が画角を決め、デジタルカメラ１を静止させると、グローバル動きベクトル（Ｇ
ＭＶ）は小さな値となる。つまり、ステップＳ３で、グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）
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が十分に小さければ（ステップＳ３の「Ｙｅｓ」の場合）、画像フレーム間の差分値が求
められ、この画像フレーム間の差分値が基準値Ａとされる（ステップＳ５）。画像フレー
ム間の差分値は、前述したように、Σ｜Ｆｎ（ｘ，ｙ）－Ｆｎ－１（ｘ，ｙ）｜として計
算される。そして、画像フレーム内の高周波成分が求められ、この画像フレーム内の高周
波成分が基準値Ｂとされる（ステップＳ６）。
【００７０】
　次の画像フレームの画像が出力され（ステップＳ７）、その画像フレームで、画像フレ
ーム間の差分値が求められ（ステップＳ８）、画像フレーム内の高周波成分が求められる
（ステップＳ９）。そして、画像フレーム間の差分値が基準値Ａよりも小さく、かつ、画
像フレーム内の高周波成分が基準値Ｂより大きいかどうかが判断される（ステップＳ１０
）。
【００７１】
　画像フレーム間の差分値が基準値Ａより大きい、又は、画像フレーム内の高周波成分が
基準値Ｂより小さい場合（ステップＳ１０の「Ｎｏ」の場合）には、画像フレーム間の差
分値が許容値より大きいかどうかが判断され（ステップＳ１１）、画像フレーム間の差分
値が許容値より大きくなければ（ステップＳ１１の「Ｎｏ」の場合）、ステップＳ７にリ
ターンされる。
【００７２】
　手振れが収まらない場合や被写体の画振れが生じているような場合には、画像フレーム
間の差分値が基準値Ａより大きくなる。また、画面がボケてきた場合には、画像フレーム
内の高周波成分が基準値Ｂより小さくなる。よって、これらの場合には、ステップＳ１０
の判断結果が「Ｎｏ」となり、ステップＳ７～ステップＳ１１の処理が繰り返し実行され
る。
【００７３】
　また、撮影者が一度決めた画角を外して、デジタルカメラ１を大きく動かすような場合
がある。この場合には、ステップＳ１１で、画像フレーム間の差分値が許容値より大きい
と判断されることになる。したがって、このような場合（ステップＳ１１の「Ｙｅｓ」の
場合）には、ステップＳ４で、次の画像フレームに処理が移され、ステップＳ２リターン
される。
【００７４】
　手振れや画振れが生じていない場合には、画像フレーム間の差分値が基準値Ａより小さ
くなる。また、画面がボケていなければ、画像フレーム内の高周波成分が基準値Ｂより大
きくなる。よって、これらの場合には、ステップＳ１０の判断結果が「Ｙｅｓ」となる。
【００７５】
　ステップＳ１０で、画像フレーム間の差分値が基準値Ａより小さく、かつ、画像フレー
ム内の高周波成分が基準値Ｂより大きい場合（ステップＳ１０の「Ｙｅｓ」の場合）には
、基準値Ａが今回の画像フレーム間の差分値で更新される（ステップＳ１２）。そして、
更新回数が所定回数に達したかどうかが判断され（ステップＳ１３）、更新回数が所定回
数に達していなければ（ステップＳ１３の「Ｎｏ」の場合）、ステップＳ７にリターンさ
れる。
【００７６】
　このように、最初の画像フレーム間の差分値を基準値Ａとし、以降の画像フレーム間の
差分値と基準値Ａとを比較していき、以降の画像フレーム間の差分値が基準値Ａよりも小
さくなった場合、そのとき求められた画像フレーム間の差分値で、基準値Ａを更新し、そ
れ以降、同様の処理を複数回繰り返していくことで、画像フレーム間の差分値が徐々に小
さくなることを検出していくことができる。
【００７７】
　ステップＳ１３で、更新回数が所定回数に達した場合（ステップＳ１３の「Ｙｅｓ」の
場合）には、手振れや画振れがないと判断される（ステップＳ１４）。
【００７８】
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　図５は、図４におけるステップＳ２のグローバル動きベクトルの検出処理を示すフロー
チャートである。
【００７９】
　図５において、画像フレームＦｎ－１からＮ個の特徴点が抽出され（ステップＳ１０１
）、それに連続する画像フレームＦｎとを比較して、各特徴点がどこに移動したかが追跡
される（ステップＳ１０２）。これにより、動きベクトルが求められる（ステップＳ１０
３）。
【００８０】
　Ｎ回の処理が繰り返されたかどうかが判断され（ステップＳ１０４）、Ｎ回繰り返して
いなければ（ステップＳ１０４のＮｏの場合）、次の位置の特徴点に処理が移されて（ス
テップＳ１０５）、ステップＳ１０１にリターンされ、同様の処理が繰り返される。これ
により、Ｎ個各点の動きベクトルが求められる。Ｎ個の全てのブロックについて動きベク
トルが求められると、ステップＳ１０４で、Ｎ回の処理が繰り返されたと判断される。
【００８１】
　ステップＳ１０４で、Ｎ回の処理が繰り返されたと判断された場合（ステップＳ１０４
の「Ｙｅｓ」の場合）、サポート数の基準値Ｃが初期値（例えば０）に設定される（ステ
ップＳ１０６）。そして、１つの動きベクトルについてのサポート数が計算される（ステ
ップＳ１０７）。ここで、前述したように、サポート数は、｜ＭＶａ－ＭＶｉ｜＜Ｄを満
たす個数として計算できる。
【００８２】
　サポート数が求められたら、求められたサポート数がサポート数の基準値Ｃより大きい
かどうかが判断される（ステップＳ１０８）。
【００８３】
　ステップＳ１０８で、今回求められたサポート数が基準値Ｃより大きければ（ステップ
Ｓ１０８で「Ｙｅｓ」の場合）、サポート数の基準値Ｃが今回のサポート数により更新さ
れ（ステップＳ１０９）、Ｎ回の処理が繰り返されたかどうかが判断される（ステップＳ
１１０）。ステップＳ１０８で、サポート数が基準値Ｃより小さければ（ステップＳ１０
８で「Ｎｏ」の場合）、サポート数の基準値Ｃはそのままで、Ｎ回の処理が繰り返された
かどうかが判断される（ステップＳ１１０）。
【００８４】
　ステップＳ１１０で、Ｎ回の処理が繰り返されていなければ（ステップＳ１１０で「Ｎ
ｏ」の場合）、次の位置の動きベクトルに処理が移され（ステップＳ１１１）、ステップ
Ｓ１０７にリターンされ、同様の処理が繰り返される。これらの処理が繰り返されること
で、サポート数の基準値Ｃがそれまでのサポート数の最大値に更新されていく。
【００８５】
　ステップＳ１１０で、Ｎ回の処理が繰り返されたと判断されたら（ステップＳ１１０で
「Ｙｅｓ」の場合）、サポート数の基準値Ｃから、それまでのサポート数の最大値が判断
され、サポート数が最大となる動きベクトルから、グローバル動きベクトル（ＧＭＶ）が
求められる（ステップＳ１１２）。
【００８６】
　以上説明したように、本実施形態では、最初に、グローバル動きベクトルを用いて大ま
かな画振れの程度を判断し、ある程度、画振れが収束したと判断された後に、画像フレー
ム間の差分値を用いて、より詳細に画振れの程度が判断し、画振れがないと判断されたら
、記録撮影を行うようにしている。これにより、手振れや画振れのないタイミングで、確
実に、撮影を行うことができる。
【００８７】
　なお、本実施形態では、動きベクトルの検出を行っているが、ＭＰＥＧなどの動画のリ
アルタイム圧縮記録手段を備えたデジタルカメラなどにおいては、動画圧縮の際に動きベ
クトルを検出しているので、この動画圧縮の際に検出された動きベクトルを用いて画振れ
の検出を行うようにしてもよく、この場合には、専用の動きベクトル検出処理を実行する
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【００８８】
また、本実施形態では、画像の高周波成分を検出しているが、オートフォーカス（ＡＦ）
機能を備えたデジタルカメラなどにおいては、オートフォーカス処理の際に検出されるコ
ントラスト情報を利用して高周波成分を検出するようにしてもよい。また、オートフォー
カスの動作中に第１の画振れ検出部による画振れ検出を行い、オートフォーカスの動作が
完了した後に第２の画振れ検出部による画振れ検出を行うようにしてもよい。
【００８９】
また、自動露出（ＡＥ）機能を備えたデジタルカメラなどにおいては、自動露出の動作中
に第１の画振れ検出部による画振れ検出を行い、自動露出の動作が完了した後に第２の画
振れ検出部による画振れ検出を行うようにしてもよい。
【００９０】
　また、ソースとなるプログラムは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、
ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体等のコンピュータ読み取り可能な記録媒体で提供される。また
、ソースとなるプログラムは、コンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは
、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プ
ログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話
回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。ま
た、ソースとなるプログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良
い。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムと
の組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良
い。
【００９１】
　また、本実施形態における構成要素は適宜、既存の構成要素等との置き換えが可能であ
り、また、他の既存の構成要素との組み合わせを含む様々なバリエーションが可能である
。したがって、本実施形態の記載をもって、特許請求の範囲に記載された発明の内容を限
定するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００９２】
【図１】本発明に係る撮像装置の外観構成図である。
【図２】本発明に係る撮像装置の電気的構成図である。
【図３】本発明に係る撮像装置の説明に用いる機能ブロック図である。
【図４】本発明に係る撮像装置の説明に用いるフローチャートである。
【図５】本発明に係る撮像装置の説明に用いるフローチャートである。
【符号の説明】
【００９３】
　１・・・デジタルカメラ、１１・・・ストロボ発光部、１３・・・モードダイヤル、１
４・・・液晶モニタ画面、１５・・・カーソルキー、１６・・・ＳＥＴキー、１７・・・
ズームキー、１８・・・シャッターキー、１９・・・電源ボタン、２０・・・撮影モード
選択キー、２１・・・ＣＣＤ撮像素子、２２・・・撮像レンズ、２３・・・レンズ駆動ブ
ロック、２４・・・絞り兼用シャッター、２７・・・ユニット回路（ＣＤＳ／ＡＧＣ／Ａ
Ｄ）、２８・・・ＤＲＡＭ、２９・・・メモリ、３０・・・ＣＰＵ、３１・・・画像表示
部、３２・・・キー入力部、３３・・・外部通信Ｉ／Ｆ、３４・・・ストロボ駆動部、３
５・・・ストロボ発光部、３６・・・カードＩ／Ｆ、４０・・・メモリカード、１０１・
・・第１の画振れ検出部、１０２・・・第２の画振れ検出部、１０３・・・判断部、１０
４・・・撮影記録処理部



(14) JP 4872797 B2 2012.2.8

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(15) JP 4872797 B2 2012.2.8

【図５】



(16) JP 4872797 B2 2012.2.8

10

フロントページの続き

(72)発明者  松井　紳一
            東京都羽村市栄町３丁目２番１号　カシオ計算機株式会社　羽村技術センター内

    審査官  高野　美帆子

(56)参考文献  特開２００６－１７４１０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３１１０５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０２３０２３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｎ　　　５／２３２　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

